
津別町が本年度に発注することが見込まれている建設工事について、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」第７条および同施行令第５条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

平成21年４月8日　　　　　　 問い合わせ先　役場　建設課　†７６－２１５１内線 ２４８

平成21年度建設工事等の発注見通しに関する公表

春の行楽期の交通安全運動

重

点

目

標

○自転車の安全利用の推進と歩行者（特に子ど

もと高齢者）の交通事故防止

○観光・行楽に伴う交通事故防止

○飲酒運転等、悪質・危険な運転の追放

○全ての座席のシートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底

５月１５日（金）～５月２４日（日）

昨年は、全国各地から５万２千人もの方が訪れたオホ

ーツク「木」のフェスティバル。

オホーツクの町で生産された木材・木製品をはじめと

する「木」に関わる商品を一堂に集めて展示販売を行い

ます。もちろん津別からもたくさんの商品が出品されま

すので足をお運びください。

日　時 ５月２２日（金）～２４日（日）

午前10時～午後5時（24日は午後4時まで）

会　場 サンライフ北見、北見市工業技術センター、

サンドーム北見、北見地域職業訓練センター

問い合わせ先 オホーツク「木」のフェスティバル

実行委員会　†０１５７－２５－１３３１

１行政機関等の業務に関する苦情の相談に応じて、総務

大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、

及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知

すること。

２前項により通知した苦情に関して、行政機関等の照会

に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関

等における処理の結果を申出人に通知すること。

本年４月１日付で行政相談員に次の方が委嘱されました。

行政相談員　津別町字柏町１０番地

福井 眞知子さん（†７６－２３３７）

行政相談員の職責は次の通りとなっております。ご気

軽にご相談ください。

問い合わせ先

◆定額給付金申請手続きの問い合わせ

役場　戸籍年金担当　

†７６－２１５１（内線２２２）

◆定額給付金給付時期等に関する問い合わせ

役場　地域振興グループ 定額給付金担当

†７６－２１５１（内線２３８・２４２）

平成２１年５月１日から定額給付金申請手続き

の窓口が次の場所に変更となりますので、お知ら

せします。

定額給付金の申請期限は、平成２１年９月３０

日までとなっています。まだ、申請未了の方は、

早めに手続きを行うようにして下さい。申請期限

を過ぎますと定額給付金を受給できなくなります

のでご注意下さい。

変更前 津別町議会議事堂1階　町民懇談室

↓

変更後 戸籍年金窓口（１階 ⑤番窓口）

申し込み・問い合わせ先

役場 介護福祉グループ福祉担当†７６－２１５１（内線２９９）

※　福祉寮の申し込みの際は、詳細について聞き取りを行います。

○申込期日 平成２１年５月２２日（金）

定員に満たない場合は、以後随時受け付けいたします。

●面接（要確認）、電話等で相談を受けており無料となっています。

●相談時間　毎週月曜日～木曜日の午前１０時から午後４時まで

●相 談 所　網走支庁交通事故相談所（網走市北７条西３丁目）

●そ の 他　弁護士相談・巡回相談日については下表のとおりです。

また、予約が必要ですので下記までご連絡ください。

※巡回相談日は弁護士相談日にも行っています。

予約・問い合わせ先 網走支庁地域振興部環境生活課

†０１５２－４１－０７８３

北海道では交通事故相談所を開設し、専門の相談員や弁護士が相談に応じています。

～特設なんでも相談所～

日　時 ６月１日（月）

午後１時～午後４時

場　所 津別町林業研修会館図書室

相談料 無料

相談員 修田　建恵（人権擁護委員）

細川サチ子（人権擁護委員）

問い合わせ先 役場住民生活グルー

プ†７６－２１５１内線２１６

道では、良好な景観の形成のため、

景観法第16条の規定に基づく届出制

度を本年４月１日から施行しており

ます。一定規模の建築物の建築及び

工作物の建設並びに開発行為を行う

場合は知事への届出が必要となり、

良好な景観を著しく阻害する場合は

必要な措置について勧告等をするこ

とがあります。

問い合わせ先

網走土木現業所　建設指導課（ま

ちづくり）†0152－41－0644

景観法に基づく届出制
について 第２８回　インターナショナル

オホーツクサイクリング２００９

問い合わせ先 オホーツクサイクリング実行委員
会事務局 †０１５７－２４－３２９０

◎交通事故にあったが、どうしたらよいか分からない

◎損害賠償の額は適正かどうか知りたい

◎示談の仕方はどのようなものか？

◎残された遺児への生活（教育）資金の手当ては？

開催日 ７月１０日（金）～７月１２日（日）

場　所 雄武町～北見市常呂町～斜里町

参加資格

○高校生以上の方

○小・中学生は父母または高校生以上の兄姉と参加

参加者募集期間

５月１日～５月２９日

（当日消印有効）

参加申し込み方法

下記事務局に問い合わせ、

申込書をお受け取り下さい。


